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因明正埋門論研究〔二〕

桂　　　　　紹　　隆

2.5.共立宗法理、応更以余法為困成立此法。

若即成立有法為有、或立為無、如有成立最勝為有、現見別物有総類故、
(1)

或立為無、不可得故、其義如何。
(2)

此中但立別物定有一因為宗、不立最勝、故無此失。若立為無亦仮安意不
(3)

可得法、是故亦無有有法過。
(4)

(1)-PSV 128b6 7: dper na gtso bo gcig yod pa yin te, khyad par rnams

la rjes su 'gro ba mthong ba'i phyir zhes bya ba lta bu'o, Tucci[4] fn.

30; Cf. S坤khyakarik豆15-16: bhe由n云m・ ‥ samanvay云t… k互r叩am asty

avyaktam,宇井[3] 572; NV 168: asti pradh豆nam anvayadar菖an云t,北川[14]

fn. 257. (2)-PVSV 105-PVV 320: na santi pradhan云dayo 'nupalabdheも,

Gnoli[13] 105 fn. (3)≒PSV 128b7: de ni khyad par rnams kho na rgyu

gcig pa can nyid du bsgrub par bya ba yin te, Tucci[4] fn. 30; Cf.

S坤khyacandrik瓦ad S印khyakarik瓦15:　vy云vrt括n云m e!坤tatsam云na・

svabh瓦vaikak云r叩akatvam云va岳yakam, tac ca k豆r叩am yogyatay豆pradh云nam

eva. (4)-PVSV 107-PVV 322; kalpitasyanupalabdhir dharmah, Gnoli[13]

107fn.

〔和訳〕そもそも〔<証困>として〕 <主張の主題の属性> (pak亨adharma)を

立てるという原則は、 〔ある主題の論証さるべき属性〕以外の<属性Xdharma)

を<証因>として、この〔論証さるべき〕 <属性>を立証すべきだということ

である。

〔反論〕 「ところで、実体(dha　　属性保持者)について存在すると論証し

たり、存在しないと論証したりすることがある。例えば〔S坤khya学派は〕
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『<根本物質]> (pradh豆na)は存在する。諸個物が共通性をもつことが経験され

るから』と論証するが、 〔その対論者は〕 『〔根本物質は〕存在しない。認識さ

れぬから』と論証する。これはどのように説明されようか?」

〔答〕このうち〔最初の場合、その<証因>にふさわしい〕 <主張>は、まさ

に「諸個物は必ず同一の原田をもつ」であり、 「根本物質〔は存在する〕」と論

証するのではないから、 〔上述の<属性A>により<属性B>を論証するとい

う原則に違反するという〕誤熟まない。他方、 「〔根本物質は〕存在しない」と

論証する場合、 〔<主題>である根本物質は〕仮構されたもの〔にすぎず、そ

れ〕に「認識さわぬ」という<属性>があるのである。従って、<主張の主題>

〔-実体〕は存在する〔から、自己の<主張>と矛盾する〕という誤謬はないo

〔註記〕ある<主題>-<基体]> (dharmin)に関して、その諸<属性> (dhar-

ma)問の--般的な必然関係に基づき、推理し論証するのが、イソド論理学の基

本的性格である、と先に述べたこと(蚤1.3　前稿「困明正理門論研究〔-〕」 pl

115)は、本節冒頭のDign豆naの言明により支持されるo

(1)、<主張> 「あの山に火あり」

<証因> 「煙の故に」

<喰例> 「およそ煙のあるところには火がある。例えば竃の如し」 (前出)

(2)<主張> 「音声は非恒常的である」

<証因> 「作られたものであるから」

<愉例> 「およそ作られたものは非恒常的である。例えば瓶の如し」

(前出)

論証式(1)では、 「煙」という<属性>を<証困>として、 「あの山」という<主

題>の「火」という<属性>が論証され、論証式(2)では、 「作られたものとい

う性質」を<証因>として「音声」という<主題>の「非恒常性」が論証され

るのである。

ところで、 dharmin　という語を<主張の主題>と理解し、煙や火のように

具体的な事物をも<属性]> dharmaとみなすのは、イソド論理学の特殊な語法
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である(宇野惇「新正理学の術語(1)」広大文学部紀要37、 3-99参照)。存在

論の術語としてのdharminとdharmaは、属性保持者-実体と属性と理解さ

れ、無論後者は存在論上は実体である煙や火などを含あえない。以下、存在論

における属性と区別するために、論理学の術語としての<属性>には必ず

<　>を付けることにする。さて日下の反論者は、こわら二対の術語を混同す

るものである。彼等は次の論証式を提示する。

(6)<主張> 「根本物質は存在する」

<証因> 「諸個物が共通性をもつことが経験されるから」

(7)<主張> 「根本物質は存在しない」

<証因> 「認識されぬから」

論証式(6)においては、 S豆mkhva学派の考える「根本物質」 -あらゆる個

物に共通な未開展(avyakta)の第一原因-という実体の存在性、すなわち、

その実体そのものが、 <論証の対象> (S豆dhya)である。従って、これは<属性

A>により<属性B>が論証されるという原則に反して、属性により属性保持

普-実体が論証される例と考えることもできる(Cf.北川[14]159-160)。しか

し、 Dign云gaによれば、 ㈲は論証式としての正しい形式を備えておらず、 <主

張>が「諸個物は必ず同一の原因をもつ」と書きかえられねばならない。 <主

張の主題>はく証因>の主題と同じでなければならないからである。書き改埼

られた<主張>において「同一の原因をもつこと」という<属性>が<論証の

対象>であるから、反論者のいう属性⇒実体という論証例が否定され、 <属

性>⇒<属性>という原則が支持されたことになる。 S坤khya学派は無論、

書き改められた<主張>から、その「原因」こそ根本物質であると結論するで

あろうが、それは今Dign云gaの関知するところではない。

反論者が論証式(7)を提示する理由は、 PSVにパラレルな記述がないため必ず

しも明らかではない。但、推理・論証の<主題>は実在でなければならぬとい

う　Dign云ga論理学の特徴(昏2.3前稿p. 125参照)を考慮し、かつDharma-

kirtiによるこの論証式に対する詳細な検討(PVSV 105.15-107.14)を参照

すると、次のようなディL,ソマを指摘できよう。すなわち、もし(7)の<主題>
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「根本物質」が実在しなければ、論証の<主題>とはなりえない。他方、実在

すれば、それが存在しないと主張するのは自己矛盾である。ここで　Dign云ga

が問われていることは、根本物質のように仏教徒には認めえぬものに関する否

定的な論証を、純粋に概念のみに関わる演障論理ではなく、具体的な実在に関

する帰納論理的性格の強いDign云gaの論理学でどのように処理するかという

ことである。彼の答によると、日下の<主題>は単に仮構されたものに過ぎぬ

から、それが存在しないと主張しても自己矛盾に陥ちいらないという。さらに、

Dign豆gaは否定的論証の<主題>として、実在する個物だけでなく、 「根本

物質」のような形而上学的存在、仏教徒にとっては想像的観念をも採用するこ

とを認めているかにみえる。しかし、それが<主題>の実在性という他の原則

と如何に係わるかは明らかでない。

Dignagaと異なりDharmak王rtiは、肯定的推理とは別に<非認識> (an-

upalabdhi)と呼ばれる<証因>に基づく否定的推理を明瞭に意識しており、 (7)

を<非認識>による推理の一例と考えて次のように定式化しなおす。

(8)<主張>「『根本物質』という語より生じる観念像(vikalpapratibhasyartha)

は、実在に根拠をもたない(bh豆vanup豆d云na)」

<証困> 「そのようには認識されぬから」 (Cf. PV I. 206, PVSV 105)

<主張の主題>を「根本物質」という形而上学的存在から、 「『根本物質』とい

う語より生じる観念像」と言い換えることにより、 Dharmaklrtiは上述のディ

レソマの第一の選言肢を避けようとする。 <観念像>は彼にとって本来の意味

での実在である、効果的作用を果す個物(svalaksana)ではないにせよ、 「根本

物質」という語を発する者と聞く者の両者に等しく直証される(praty云tmaved-

ya)限り否定されぬ故、 <主題>となりうるのである。次に<論証さるべき属

性>を「存在しない」から「実在に根拠をもたない」と言い換えて、第二の選

言肢を免れる。 Apoha論を奉じるDharmakirtiにとって、語の指示内容(菖a-

bdartha)とは、 <他者の排除> (any瓦poha)と規定されるそれ自身実在せぬ普

遍であり、始まりなき過去以来の潜在印象(an云div豆san云)より生じた概念知中

の観念像である。それは又、実在に根拠をもつもの(例えば「青」)、非実在に
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根拠をもつもの(例えば「兎の角」)、両者に根拠をもつもの(例えば「無形態」)

の三種に分けられる(Cf. PV I. 205: an豆div豆sanodbh副avikalpaparini亨thitaも,

岳abd云rthas trividho dharmo bh云V瓦bh云vobhay豆菖rayah E. Steinkeliner, "Wirk-

lichkeit und Begriff bei Dharmakirti," WZKS 15, 195-197)。今の場合、

「根本物質」という語より生じる観念像は第二の場合であると考えれば、何ら

矛盾はないのである。

PVSVにおけるDharmak王rtiは、 「根本物質」のような不可知物の非認識

iadr丘y云nupalabdhi)が、通常の可知物の非認識(dr菖yanupalabdhi)と同じく、

推理の<主題>に関する<存在行為の否定> (sadvyavah豆rapratisedha)という

結果をもたらすと考えている(PVSV 5; Cf. Y. Kaiiyama, An Introduction to

Buddhist Philosophy, 1966 Kyoto, fn. 209)。しかしNB (II. 28, 46-49)で

は、両<非認識>を峻別し、後者の為を有効な否定的推理と考えるようになっ

たと思われる。空間的、時間的あるいは本質的に近より難く(de岳akalasvabh云I

vaviprakrsta)我々が経験しえぬ事物は、 NBでは推理の<主題>として認め

られないのである。この見解に従えば、 「根本物質」のように他学派の形而上

学的存在については、その有無を論じないという別の答えを与えることもでき

よう。しかしPVSVに関する限り、 Dharmakirtiは否定的推理の<主題>に

ある種の観念像を採用する可能性を明らかに認めているようであるが、これを

さらに進めて、観念像あるいは概念にも一種の実在性を認め、それを<主題>

とする仮言的推理を積極的に評価し、 Dign云ga論理学の帰納的性格を完全に

払拭したのは十一世紀の論理学者Ratnakirtiであった(梶山雄一「ラトナキ

ールチの帰謬論証と内通充論の生成」塚本記念論集264-270参照) 。

2.6.著以有法立余有法、或立其法、如以煩立火、或以火立触、其義如何。
1　　　　　(S)

今於此中、非以成立火触為宗、但為成立此相応物。若不爾者、依煩立火、
e

依火立触、応成宗義一分為田。又於此中、非欲成立火触有性、共知有故。
M　　　　　　　　　　　　　　　(s)

又於此中、観所成故立法有法、非徳有徳、故無有過。
e

重説頭言。
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有法非成於有法　及法此非成有法

但由法故成其法　如是成立於有法<3>
(7)

(1)幸PSV 128a7: dper na du bas me lta bu'O, Tucci[4] fn. 37 (以下同様)。

(2)-PSV 128b2: mes reg bya bsgrub par byed do. (3) Cf. PSV 128a8-bl:

'di na zhes bya ba ni gdon mi za bar phyogs yin par khas blang barbya'O.

(4) Cf. PSV 128a7-8: 'di la zhes brjod pa de la gal te dubadang'brel pa

yin na dam bca'ba'i phyogs gcig gtang tshigs su 'gyur ro. (5) Cf. PSV

128a7: me yod pa ma rtogs pa ni ma yin no. (6)-Dv云da菖云ranayacakra (ed.

Vijaya Labdhi Suri, 1957) 930: s云dhyatv云peksay云C云tra dharmadharmivya-

vasth云na gunagunitvenety adosah; Cf. PSV 128bl. (7)-PS III. 13: chos

can chos can gyis sgrub min, chos min chos can yang des min, chos kyis

chos bsgrub pa yang ngo, chos kyis de ltar bsgrub pai phyir; Cf. Dv元一

da由ranayacakra 929: na dharmo dharmina s云dhyal? siddhatv豆t tena dharmy

api, dharmena dharmah sadhyah sy云t s瓦dhyatv云d dharm軸as tath豆.

〔和訳〕 〔反論〕 「又、実体によって他の実体を論証したり、その属性を論証

したりすることがある。例えば、煙によって火を論証したり、火によって〔熱

さの〕感触を論証したりするが、これはどのように説明されようか?」

〔答〕今、ここ〔二つの論証〕において、火や感触を論証する<主張>ではな

く、但これ〔-火や感触〕と結びつく物を論証する為〔のく主張>〕である。

そうではなくて、煙に関して火を論証したり、火に関して感触を論証したりす

れば、 <主張>の一部〔-<主題>〕を<証因>とすることになろう。

又、今の場合、火や感触の〔一般的〕存在性を論証しようとするのではない。

〔それはだれにも〕等しく知られているからである。

又、今の場合、 <論証の対象>に関して、 <属性>とく主題>を立てるので

あって、 〔存在論上の〕属性(gu中a)と葉体(gunin) 〔が問題となっているの〕

ではないから、 〔<属性>⇒<属性>という原則が破れるという〕誤謬はない。

さらに詩頭を述べる。
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実体が〔他の〕実体や属性を論証することはない。後者〔-属性〕が実体を論

証することもない。但<属性>が〔他の〕<属性>を論証するのである。同様に

〔<属性>はそれの所属する〕<主題>を論証する。 (第三偶)

〔註記〕 dharmaとdharmin　を存在論の術語と曲解する反論著は、先に属性

⇒実体という論証が拒否されたので、今度は実体⇒実体、実体⇒属性という論

証例を挙げて、 <属性>⇒<属性>という　Dign云gaの原則に挑戦する.

(9)<主張> 「火がある」

<証田> 「煙の故に」

細く主張> 「熱さの感触がある」

<証困> 「火の故に」

当該PSV (北川[14]157-159)を参照すると、ここでDign云gaが不完全な論

証式(9)的のく主張の主題>に何をあてるかを検討していることが判る。まず

「火」や「感触」をあて.れば、.そもそも<主張の主題>は論争中の両派に等し

く知覚されていなければならないはずだから、 (9)鋤のような論証は不要であ

る。次に、 <証因>である「煙」や「火」をあてれば、

(9)/<主張>「煙に火がある」

<証田>「煙の故に」

OD)/<主張>「火に熱さの感触がある」

<証田>「火の故に」

という具合で「PはQである。 Pであるから」という明らかに不健全な論証と

なる(Cf.昏1.4前稿P-118)c従ってDign云gaは、「火」や「感触」と結びつく

「場所」を<主題>として、 「この場所には火がある」 「この場所には熱さの感

触がある」という風に<主張>を定式化するのである。

最後に彼は論理学の術語であるdharma, dharminを存在論の術語である

「属性」 「実体」と混同せぬよう注意している。この観点よりすれば、実体でめ

る「煙」や「火」も<属性>とみなしうるから、論証式(9)鰍こおいても<属

性>⇒<属性>という　Dign豆gaの原則は守られているといえる。ともあれ、
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属性⇒実体、実体⇒実体、実体⇒属性という三つの組為合せが否定されたか

ら、消去法により属性⇒属性の組為合せが浮び上がるが、この属性が単なる存

在論上の属性の為ならず、インド論理学でいうところの広い意味での<属性>

を含むべきことは言うまでもない。第三偶末尾の意味するところは、 <証因>

である<属性>はく論証さるべき属性>とともに、後者に限定される<主題>、

すなわち<主張>全体を論証するということである(Cf.雪2.1前稿p. 121)。

以上の議論により、 蛋 2に提示された<証因>はく主張の主題の属性>である

という見解が、あらためて明示されたのである。

2.7.若有成立声非是常、業等応常故、常応可得故。如是云何名為宗法。

此説彼過由因宗門、以有所立説応言放。以先立常無形凝故、後但立宗斥
lH

彼因過。
(2)

(])玄英訳は「宗因」と読む。 (2)≒PSV 129a2~　dper na sgra ni rtag pa

ma yin te, las la sogs pa rtag par thai ba'i phyir ram, rtag tu dmigspar

thai bai phyir zhes bya ba, 'di ni lan yin te, gtan tshigs dang dam bca'

ba'i sgo nas khas blangs pa yod na thai ba bsgrub pa'iphyir ro. sngar ni

lus can ma yin pa'i phyir rtag pa nyid khas blangs nas lan brjod payin

la, 'dir ni dam bca'ba tsam gyis yin no, Tucci[4] fn. 39; Cf. NS2.2.18,

23北川[141 fn. 268.

〔和訳〕 〔反論〕 「ところで〔Vai岳esika学派が〕 『音声は非恒常的である。行

為(karman)等ですら恒常的なものとなってしまうから。常に認識されるもの

となってしまうから』と論証する場合、このような〔<証困>を〕どうして<

主張の主題の属性>と呼ぶことができようか?」

〔答〕これは〔、すなわち今<証因>と考えられているものは、それぞれ、対

論者Mlm云rps云学派の〕<証因>とく主張>によって、相手の〔論証の〕誤謬

を指摘するものである・。 〔相手の〕<論証の対象>が成立すれば、 「-となって

しまう」と〔帰謬(prasa点ga)を〕述べているからである。先に〔Mlm豆rPs豆学
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派が〕 「〔音声-言薬は〕恒常的である。形をもたないから」と論証しているの

を前提として、今〔Vai畠e亨ika学派は〕ただ<主張>のみを立てて、相手に

<証因の誤謬>があると斥けているのである。

〔註記〕ここで反論者は、一見妥当と思われる論証式で、 <証因>が明らかに

<主張の主溝の属性>でないものを挙げるO

細く主張> 「音声は非恒常的である」

<証因1> 「行為等ですら恒常的なものとなってしまうから」

<証因2> 「常に認識されるものとなってしまうから」

Dignagaの指摘するように、 0動ま次の論証式を前提としている。

鯛<主張> 「音声は恒常的である」

<証因> 「形をもたないから」

そして(D)の実際的効用は、絢の<証因>の誤謬を指摘することにすぎない。如)

はこの意味で積極的な<論証> (S云dnana)とは言えず、帰謬法による<論破>

(dus叩a)と考えられる(Cf. PSIII. 17,北川[14]168)。かくして、他で<証

因>と考えられているものは、実はVai岳esika学派の<主張>に他ならず、

従って、それが<主張の主題の属性>でなくても　Dign云gaのシステムには何

ら不都合は生じないのである。

細の<証困1>は次のような帰謬である。 「音声は形をもたぬから恒常的で

ある」という相手の<証因>に普遍性を認めるとしょう。そうすると行為等も

形をもたぬから恒常的であるということになるが、これは相手も認めぬはずで

ある。従って、最初の仮定が否定されて、 「音声は非恒常的である」というこ

とになる。次に<証困2>は次のような帰謬である。 「音声は恒常的である」

という相手の<主張>を正しいと認めるとしょう。そうするとあらゆる音声が

常に開かれることになるが、これは事実に反する。従って、最初の仮定が否定

され、 「音声は非恒常的である」ということになるのである。以上の帰謬は

Dign云gaの論理体系では定式化することができない。末だ帰納的性格の濃い

彼の論理学では、既述のように<主張の主題>は原則的に実在せねばならず、
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従って一般的に仮言命題はなりたたない。それ故帰謬法は独立の論証と認めら

れず、相手の<主張>や<証因>の誤謬を指摘する<論破>と考えられ、論証

式の形で定式化されることはなかったのである。同様の現象はNaiy云yikn　を

はじめとする他の諸哲学派にも為られることである(Cf. NBh ad NS 1.1.40).

帰謬論証を有効な論証手段として積極的に評価しようとしたのは、八世紀の学
/

者S云ntaraksita, Kamala菖ilaを待つのである(梶山雄一「後期イソド仏教の論

理学」 280-281)。

2.8.若如是、立声是無常、所作非常故、常非所作故、此復云何。

是職方便。同法異法如是次第宜説其因宗定随遂、及宗無処定無因故。以
(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)

於此中由合願示所作佐田。如是此声定是所作非非所作。此所作性定是宗法。
(3)

重説頭言。

説困宗所随　宗無因不有

依第五顕職　由合故知因　<K.4>
(4)

(1) Cf. PSV 129a4-6: dper na sgra rtag pa ma yin te byas pa mi rtagpai

phyir ram, rtag par ni mi byas pa'i phyir ro zhes bya ba lta bu'o di la

phyogs kyi chos nyid yod pa ma yin gyi dpe'i mtshan nyid ni yod pai

phyir ro, Tucci[4] fn. 40. (2) Cf. PS III. 15a-c (4)に引用(3)≒PSV 129a6-7:

'dir phyogs.kyi chos ni nye bar sbyor bas bstan pa yin te, de ltar yang

sgra ni byas pa yin gyi de ltar ma byas pa ni ma yin no zh.es byaba lta

bu'O, Tucci[4] fn. 40. (4)≒PS III. 15-PVBh 647: hetoh s豆dhy云nvayo

yatrabhave 'bh瓦va云ca kathyate, pa員camy坤tatra drst融ito hetus tupanay豆n

matah, Katsura[19] Frag. 111

〔和訳〕 〔反論〕 「もしそうなら、 『音声は非恒常的である。作られたものは

非恒常的であるから。恒常的なものは作られたものではないから』と論証する

場合は、どうであろうか?」

〔答〕こ〔の<証困>〕は、 <愉例>のフォーミュラである。 <類似>とく非類
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似>〔のく愉例>〕は、それぞれ<証因>に必らず<論証さるべき属性Xpaksa)

が随伴することと、 <論証さるべき属性>が無げれば必らず<証因>が無いこ

とを陳述するものであるから。今の場合、 〔<喰例>を<主題>に〕適合するこ

とにより「作られたものという性質」 (krtakatva)が<証困>であると明らかに

されるのである。すなわち「この音声は確かに作られたものであり、作られた

ものでないことはない」と。この「作られたものという性質」は確かに<主張

の主題の属性>である。

さらに詩頭を述べる。

<証因>に<証明さるべき属性>が随伴し、かつ後者が無い時前者が無い、と述

べられる場合、 <喰例>が第五格〔-Ablative〕で示されているのであり、<証

困>は適合により知られる。 (第四偶)

〔註記〕先に一見<証困>と思われるものが実は帰謬法の<主張>である場合

が指摘されたが、今一見<証困>と思われるものが実は<愉例>である場合が

指摘される。

⑩<主張> 「音声は非恒常的である」

<証困1> 「作られたものは非恒常的であるから」

<証困2> 「恒常的なものは作られたものではないから」

Dign云gaによれば、　この<証因1><証因2>は、例えば、 krtakasy云mtya-

tv云tという風に第五格で示されているが、それぞれ<肯定的必然性> (anvaya)

と<否定的必然性]> (vyatireka)を表示している<類似の愉例>とく非炉似の

喰例>である。そして真の<証因>は、 「音声は作られたものである」と<職

例>を<主題>に適合することによって得られるのである。 83)を書きあらため

ると、次のように論証式(2)を拡張したものとなるのである。

(2)/<主張>「音声は非恒常的である」

<証困>「作られたものであるから」

<類似の愉例>「およそ作られたものは非恒常的である。 (例えば瓶の如

し)」
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<非類似の愉例>「およそ恒常的なものは作られたものではない。(例え

ば虚空の如し)」

本節でpak亨aという語が<論証さるべき属性>の意味で用いられている

が、この用法は昏2.1にあげられるpaksaの三義の一つであり間違いではない

(前稿pp.121-122)。次にDign云gaは「適合」(upanaya)という語を用いる

が、これをいわゆる<五支論証>の第四支とみなすべきではないO<適合>と

く結論>(nigamana)を<論証>の不可欠な支分と彼が考えなかったことは、

NMの後の記述(大正qf19-moaJより明らかであり、今の場合いわゆる<適合>

支分のもつ機能を意味して用いていると考えるべきであろう(Cf.NBhadNS

1.1.38)。

2.9.由此己釈反破方便。以所作性於無常見放、於常不見放、如是成立声非是

常、応非作故。是故順成反破方便非別解因。如破数論我己広弁、故応且止
(1)

広評傍論。
(2)

1)-NV 125: vit云vltau na prthak pratipattihetu; Cf. PS(V) III. 16d: de'i

phyir !dan las tha dad min (bsal te 'ongs pa'o). (2) Cf. PSV ad III. 16-

17 (129a7-n北川[14] 164-173; Tucci[4] fn. 42.

〔和訳〕以上の議論により、 〔S豆mkhya学派のいう〕<間接的論証式>(av王ta-

prayoga)も説明したことになる。作られたものという性質は、非恒常的なも

のに見出され、恒常的なものには見出されないから、次のように論証しうる。

「音声は非恒常的である。 〔さもなければ〕作られたものでないことになって

しまうから」とO従って、 <直接的> (vita)・<間接的>(av王ta) 〔両〕形式は、

知識の〔それぞれ〕別な原因ではない。 〔以上については自著〕 S云mkhyapari-

k串〔Cf. Hattori[17] 9〕において既に詳しく説明している通りであるから、〔今

再びこのような〕二次的主題(prasa五ga)を詳しく論じる必要はない。

〔註記〕 S云甲khya学派は推論にV王taとavitaの二形式を認める。 Dign云gaよ
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り比較的後代のⅤ云caspatimi岳ra (10世紀)の解釈によれば、前者は<肯定的必

感性>に基づく肯定的推論、後者は<否定的必感性>に基づく否定的推論であ

る(Tattvakaumudi ad S云甲khyak瓦rik云5).しかしFrauwalmerがPSV等の

引用によって再構成したSa酌itantraの断片によれば、前者ほ通常の五支によ

る<直接的論証>であり、後者は「AはB以外の仕方では不可能である。しか

るにAである。それ故、消去法(pari菖esa)によりBがAの根拠である」という

形の<間接的論証>である(Frauwallner, "Die Erkenntnislehre des Klassi-

schen S豆mkhyasystems," WZKSO II, 123庁.; Cf. N. Schuster, "Inference in

the Vai貞e亨ikasGtras," J. of Ind. Ph.ト4, 347)。今Dign云gaが引くavitaの

論証式

細く主張>「音声は非恒常的である」

<証困>「さもなければ、作られたものでなくなってしまうから」

は、必らずLも上記の形式を備えておらず、むしろ一種の帰謬法による間接的

論証である。ともあれ、ここでDign云gaが指摘しているのは、 vita, avltaと

いう特別の論証形式はないということである。彼のシステムでは、前者は<類

似の噴例>、後者は<非類似の愉例>を伴なう論証であり、共に同一の<証

困>に基づくものである。これは上述のⅤ豆caspatimi云raの解釈に連なるよう

である。以上の論述で、 <証困>が<主張の主題の属性>であることが間接的

にも確認されたことになる。

3.如是宗法三種差別。謂同晶有非有及供。先除及字。
、1.I

(l) -PSV 131a5: phyogs kyi chos de nyid gang mthun phyogs la yod

med gnyi ga dang zhes rnam.pa gsum du dbye bar bya ste, dang sgra

ni phyi ba'i phyir ro,北川[14] fn. 338.

〔和訳〕以上のような<主張の主題の属性>〔-<証因>〕は三種に分顕され

る。すなわち<同例群>に存在するか、存在しないか、及び、その両方である

か〔の三種〕である。先に〔第二偶では韻律の制限の為〕 「及び」 ca)という
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文字を省略した。

-123-

〔註記〕昏2に始まった「<証田>はく主張の主題の属性>である」という議

論を終え、再び第二偶に戻り、 <証因>の九種の分類、いわゆる「九句困」の

議論にはいるのであるが、その前に<同例群>とく異例群>という二術語の定

義が以下に論じられる。

3.1.此中、若晶与所立法隣近均等説名同晶。以一切義皆名品故。若所立無読
(1)

名共晶O非与同晶相違或異。若相違者、応唯簡別。若別異者、応無有田の
(2)  (S)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W

(1)≒PSV 130a5-7: de la don thams cad phyogs su byas pas nye ba'i phyir

bsgrub par bya ba'i chos kyi spyis mthun pa'i phyogs so, Tucci[4] fn.

43; Cf. NP §2.2: s云dhyadharmas云m豆nyena sam瓦no 'rthah sapaksah (-NB

II. 9). (2)義浄訳は「立」と読む。 (3) Cf. NP昏2.2: vipak亨o yatra s豆dhyam

nasti. (4)≒PS(V) III. 19: de las gzhan dang de 'gal ba, gnyispoyang mi

mthun phyogs ma yin, gtan tshigs med dang 'gal ba las, rnam par gcod

par thai bar 'gyur,北川[14] 179-181, fn. 321; Cf. Steinkellner[16] pt. II

111-114.

〔和訳〕ここで<論証さるべき属性>〔に関して<主張の主題> (pak亨a)〕と近

くて似ている集り(paksa)を<同例群> (sapaksa)と呼ぶ。すべてのもの,ar-

tha)を「集り」と呼ぶことができるから。 <論証さるべき〔属性〕>が存在しな

い〔集り〕を<異例群^> (asapak亨a/vipaksa)と呼ぶ。 〔これは〕 <同例群>と

相容れぬもの(viruddha),あるいは異なるもの(anya)ではない。もし相容れ

ぬもの〔が<異例群>〕であれば、 〔そこに存在せぬ<証因>とは、 <主張の

主題>をそのような<異例群>から〕単に排除する(vyavaccheda)にすぎなく

なってしまう。もし異なるもの〔が<異例群>〕であれば、 〔適当な〕 <証困>

がありえなくなってしまう。
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〔註記〕 <同例群>とく異例群>という術語は昏2 (前稿p. 120)に述べたよ

うに、 <論証さるべき属性>の有無に従って、我々の「話の世界」、全論理壁

間を二分したものである. <論証さるべき属性>をもつ点で<主題>と塀似す

る個々の<職例>の集りが<同例群>であり、それをもたぬ点で<主題>と類

似せぬ個々の<喰例>の集りが<異例群>である。 <同例群>と<異例群>は

この「話の世界」を完全に二分するものでなければならず、どちらにも属きぬ

第三群というものは認められない。従?て両者はAと-Aという矛盾関係に立

つものである。この点を強調するためDign豆gaは<同例群>と<異例群>が

単に相容れぬとか、異なるとかいう関係ではないと言う。前者の場合、 「暖か

いもの」と「冷めたいもの」は互に相容れぬものであるが、第三の可能性とし

て「暖かくも冷めたくもないもの」がある以上<同例群>とく異例群>という

ことはできない。例えば論証式紬こおいて、 「火」という<証困>がたとえ

「冷めたいもの」という<異例群>から排除されても、 「暖かさ」を論証する

か、 「暖かくも冷めたくもないこと」を論証するか確定できないのである。他

方、後者の場合、論証式(2)を例にとれば、 <同例群>である「非恒常的なもの」

に対して「非実体的なもの(an引皿an)」や「苦なるもの(duhkha)」なども異な:

る故に<異例群>に含まれることになろう。ところが<証因>である「作られ

たものという性質」は「非実体的なもの」等にも存在する故に、後に説かれる

(昏4,1大正2b6-8)正しい<証因>の具えるべき第三条件-<異例群>にお

ける非存在-を満たきぬから<間違った証因>となってしまうO同じ論法で、

どれをとっても<証因>となりえなくなってしまうのである(北川[14]179-

183、とくに附記Ⅴ参照)。

<異例群>の定義に関してDharmaklrtiが異なる見解をもっていたことは

よく知られている。彼によると<異例群>とは<同例群>と異なるもの、相容

れぬもの、そしてそれの存在せぬものである(NB II. 10: na sapak亨o sapa-

k画tato 'nyas tadviruddhas tadabh云va云ca). Dharmaklrtiのこのような解

釈を可能にしたのは、彼がDign云ga　と違い、 「相容れぬ」 「異なる」という

語を単なる日常語としてではなく、厳密な意味をもつ術語として理解していた
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からであろう。例えば「相容れぬ」 (viruddha)という語を、彼は「冷触」と

「熱触」のように因果関係の事実上両立しえぬものと、 「有」と「無」のよう

に論理的に互に排除しあうものという二様の意味で理解している(NBIII.74-

77)。 <異例群>の定義に際しては、第二の理解を採用すれば、 Dign云ga　の指

摘するような問題は生じないのである。

3.2.由此道理、所作性故能成無常及無我等、不相違故。若法能成相違所立是
(1)

相違過即名似因。如無遵法相違亦蘭、所成法無定無有故。

非如瓶等困成猶予、於彼展転無中有故、以所作性現見離瓶於衣等有、非

離無常於無我等此困有故。
(2)

(1) Cf. PSV ad III. 20a-c (130b8-131a2), Tucci[4] fn. 46;北川[14]183-但

し反論書の意見とされている(2) Cf. PSV ad III. 20a (131a3-5),北川[14]

184, in. 335.

〔和訳〕以上の理由から、 「作られたものだから」 〔という<証因>〕は、 「非

恒常性」及び「非実体性」等〔のく属性>〕を論証しうる。 〔「非恒常性」が「非

実体性」等と〕相容れぬことはないからである。相容れぬ<論証の対象>を論

証する<属性>は、 <相容れない> (viruddha)という誤謬を伴い「間違った

証因」 (hetv瓦bhasa)と呼ばれる。 <相容れない>〔<証田>〕も、 〔或る意味で

は、〕相容れぬことはない<属性>〔-正しい<証困>〕と類似する。 <論証さ

るべき属性>が無げれば、必らず存在しないからである。

〔<愉例>である〕 「瓶_」等〔のみを<同例群>とみなす場合〕のように、そ

こに存在し、かつ〔その〕非存在〔-<異例群>〕に存在するから、 〔「作られた

ものだから」という〕<証困>が疑惑をもたらすことは〔今の場合〕ない。 「作

られたものという属性」 〔-<証困>〕は、瓶とは別に衣等〔-<異例群>].に

存在することが現に経験されるが、 「非恒常的なもの」とは別に「非実体的な

もの」等に、この<証因>があることはないからである。
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〔註記〕前節の<同例群>とく異例群>の定義に基づき、 「作られたものであ

るから」という論証式(2)の<証因>が、 「非恒常性」だけでなく「非実体性」

等の他の<属性>を論証しうることが指摘される。これは無論「因果関係にあ

るすべてのものは非恒常的であり、非実体的であり、苦であり、 -」という仏

教徒独自の形而上学に裏打ちされているこ.とはいうまでもない。これを一般化

すれば、要するに一つの<証因>が互に矛盾せぬ複数の<属性>を論証する可

能性を述べたまでである。 <相容れない証田>は、後に(ァ4.2大正2b8-10)

「九句因」に即して説明される。

次に、一つの<証因>が複数の<属性>を論証すれば、 <不確定>(ani岳cita)

と呼ばれる別の<間違った証因> (昏4.3大正2blO~11参照)となるのではない

かという疑義がおこりうる。例えば、論証式(2)において<同例群>を「瓶」と

いう<愉例>に限定してしまえば、 「作らかたものという性質」という<証因>

は、 <同例群>-瓶にも、 <異例群>-布等にも等しく見出されるから、確定

的な<証因>でないと言えるのであるが、今の場合、 「非恒常性」等の複数の

<属性>が論証される場合、仏教徒にとって、非恒常的なものと別に非実体的

なものがあるのではなく、両者はいわば同延関係にあるから、上例のように

<同例群>とく異例群>という関係にならない。従って、たとえ「作られたも

のという性質」が、それら複数の<属性>を所有するものにそれぞれ見出され

ても、 <不確定の証因>となることはないのである。

3.3.云何別法於別処転。

由彼相似不説異名言即是此、故無有失。
(1)

若不説異、云何此因説名宗法。

此中但説定是宗法、不欲説言唯是宗法。

若蘭、同晶応亦名宗。
(2)

不然、別処説所成故、因必無其方成比量故不相似。
(3)

(l) Cf. PS(V) III. 18ab: khyad par med pa'i de nyid 'di, zhes byas gzhan

la bstan pa yin (mthun pa'i phyogs la yod do zhes bro); NV 118: anya-



困明正理門論研究〔ニ〕 (桂) -127-

dharmasy云nyatravrtteh. (2)≒PS III. 18c: mthun phyogs zhes bya phyogs

su gyur,北川[14] fn. 315. (3) Cf. PSV 130a8-b¥北川[14] 178.

〔和訳〕 〔反論〕 「〔<主張の主題>に属すべき〕ある<属性>が、どうして別

の物〔-<同例群>〕に存在しようか?」

〔答〕 〔<同例群>のく属性>が〕それ〔-<論証さるべき主題の属性>〕と棟

似することに基づき、 〔両者の〕個別性に言及せず、 「それがこれである」と言

うのだから誤謬はない。

〔反論〕 「もし〔両者が〕異なると言わないならば、どうして〔<同例群>の

く属性>ではなくて〕この<証因>が『主張の主題の属性』と呼ばれるのか`?」

〔答〕今の場合、これ〔-<証因>〕ほ必らず<主題の属性>であると言うだ

けで、これのみが<主題の属性>であると言うつもりはない。

〔反論〕 「もしそうなら、 <同例群>も〔類似の<属性>をもつのだから〕『主

張の主題』と呼ぶべきである。」

〔答〕そういうことはない。 〔論争中の両派に等しく認められる<同例群>と

は〕別の物〔-<主張の主題>〕について、 <論証さるべき〔属性〕>を言及する

のであるから、又<証困>は必らず異論の無いものであって、推論を成り立た

せるのであるから、 〔<同例群>とく主張の主題>が〕類似することはない。

〔註記〕先に<同例群>は「<論証さるべき属性>に関して<主張の主題>と

近くて似ている集まり」と定義されたが、今<同例群>とく主題>の関係が考

察される。まずく主題>のく属性>とく同例群>のもつ<属性>との異同が問

題となる。例えば論証式(2)において<主題>である「音声」の非恒常性と<同

例群>中<職例>として指摘される「瓶」の非恒常性が同じか否かである。反論

者はこの両者を別々の個物に属する故に異なると考えるようである(北川[14]

178--179附論IV参照)。NMにおけるDign豆gaの答は明瞭ではないが、推理

anum独a)の対象領域は個物(svalak糾a)ではなくて普遍.sam独yalaksana)

であるという彼の立場(NM大正3bll, PSV I. 2 Hattori[17] 24)から推して、
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<属性>を個別的にではなく普遍としてとらえれば、 「音声」の非恒常性と

「瓶」の非恒常性の間に一種の共通性があるというものであろう。かくして<同

例群>における「およそ作られたものは非恒常的である」という<肯定的必然

性>に基づき、 <主題>である「音声」も作られたものである以上は非恒常的

であると論証することが可能である。もし両者の「非恒常性」が全く別なもの

であれば、上述の論証は成立しないはずである。

次に、 <同例群>が<主張の主題の属性>をもつとすれば、何故<証因>の

みが「主張の主題の属性」と呼ばれるかが問われるが、 Dign云gaは<証因>の

みをそう呼ぶ必要はないと言う。最後に、 <同例群>とく主張の主題>が同じ

く属性>をもつとすれば、両者の違いは何かという問に答えられる。 <同例

群>が問題の<属性>例えば非恒常性をもつことは、 <証因>と同様に、論争

当事者に等しく承認されるところであるが、 <主張の主題>がその<属性>を

もつか否かが今論争の的になっている訳であるから、両者には決定的相違があ

ると言わねばならない。この議論は<主張の主題>がDign云ga論理学に占め

る特異な位置をよく示唆している。既述(昏2前稿p. 120)のように、 <主張

の主題>はこの「話の世界」を二分する<同例群><異例群>のいずれにも属

さぬものなのである。

3.4.又此-一冬有三種。謂於一切同晶有中、於其異品、或有、非有、及有非

有。於其同晶非有及供、各有如是三種差別。
(1)

若無常宗全無異晶対不立有虚空等論、云何得説彼処此無。

若彼無有、於彼不転、全無有疑、故無此過。
iり

(l)-PSV 131a6-7: yang 'di dag re re rnampa gsum du dbye bar bya ste,

gang mthun pa'i phyogs la yod pa de mi m.thun pa'i phyogs la yod pa

dang med pa dang yod med gnyi ga zhes bya bas so, de bzhin du mthun

pai phyogs la med pa dang gnyi ga la yang mam par dbye ba de nyid

du bya'o; Tucci[4] fn. 51. (2)-PSV 1.Sla'-bl: de Itar ni gang gi <^tshe

mi> mthun pa'i phyogs nyid med par 'gyur te, mi rtag pa nyid phyogs
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yin pa na nam mkha'la sogs pa khas mi len pa'i phyir de'i tshe ji ltar

de la med ces brjod par bya ste, de'i tshe the tshom nyid yod pamayin

te, de med pa'i phyir de la mi 'jug pas nyes pa 'di med do; Tucci[4] fn.

52. Cf. PVSV Tlk豆(ed. R. S瓦mkrty云yana, 1943) 78: yad豆tarhy豆k豆由dikam

nityan t豆vad) abhyupaiti prativ云di, tad豆kathan nity豆t krtakatvasya vyati-

reka[h] …ta壷sandeha eva n云sti tadabh云V豆t tatravrtter‥.

〔和訳〕ところで、 〔三種に分類された<証田>〕このそれぞれに、さらに三種

の区別がある。すなわち<同例癖>全体に存在する〔<証因>〕が、その<異

例群>に存在するか、存在しないか、及びその両方であるか〔の三種〕である。

<同例群>に存在しないもの、及び〔存在・非存在の〕両方であるものについ

ても、同様に三種の区別がある。

〔反論〕 「もし、 『非恒常的である』という<主張>の場合、〔通常<異例群>

に数えられる恒常的な〕虚空(ak云岳a)等が実在すると認めぬ論〔者、例えば

Sautr盃ntika　学派〕に対しては、 <異例群>がないことになり、どうして『そ

こ〔-<異例群>〕にこれ〔-<証因>〕が存在しない』と〔いう正しい<証

因>の第三条件を〕述べることができようか?」

〔答〕もしそれ〔-<異例群>〕がなければ、そこに〔<証因>が〕存在する

ことはありえず、全く疑惑は生じない。従って、上の誤謬はない。

〔註記〕 NM第二偶(奮2　前稿pp. 119-120)で既に言及された「九句困」

が以下詳しく説明される。 蛋 3に説かれたように、 <証因>はく同例群>の全

体に存在する場合、 <同例群>に決して存在せぬ場合、 <同例群>の一部に存

在して一部に存在せぬ場合の三種に分けられるが、それがさらに<異例群>に

関して同様に三種に分類されうるから、 3×3-9種に<証因>は分類されるの

である。これは次図により明瞭となるだろう。



-130- 困明正理門論研究〔二〕 (桂)

「九句因」はいうまでもなくDign盃gaの独創である。彼の著作中Hetucakra-

damaru, NM, PSの三富における「九句因」説の変遷はFrauwallher[12] 85-

91に詳しく吟味されている。北川氏の「九句困」解釈は[14] 27-39　に見ら

れ、山下正男氏によるすく、、れた記号論理学的解明もある(『北川秀則著『インド

古典論理学の研究』を読んで」哲学研究第514号)。

ところで、 「九句因」は<証因>の分類としては不完全な枚挙といわれねば

ならず、これを完全な枚挙としたのはNy豆ya学派のUddyotakara　であった

(山下前掲論文p. 89 。彼は<同例群><異例群>がそかぞわ全く存在せぬ場

合を考慮して、独自の「十六句因」説に到達したのである(NV 164-165)。

Dign豆ga　が<異例群>の全くありえぬ場合を意識していたことは本節の記述

より明らかである。すなわち、論証式(2)が<異例群>を構成する恒常的なもの

を全く認めない学派に向って提示さわた場合、彼等にとって<異例群>が全く

ないから「作られたものだから」という<証困>は、正しい<証因>の第三条

件を満足しえず、従って「音声は非恒常的である」と論証しえぬことになると

いうパラドックスが指摘されている。この問題を　Dign云ga　は<異例群>がな

ければ当然<証因>はそこに存在しえぬから、第三条件は満足されていると述

べて解決している。必らずLも論理的に満足しうる解決とは言えず、 Uddyota-

karaに一歩譲ると言わねばならない。尚<異例群>及び<同例群>が全く存

在せぬ場合の　Dign豆ga　の処理については、北川C14]54-67に詳細に議論され

ている。

1978.9.4　(未完)

(印度哲学幕師)
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